
富士通Ｊａｐａｎ
（株）関西・中部公共
ビジネス統括部（大
阪）

大阪狭山市立小中学校　校務支援システム等
の運用保守業務（延長）

1,824,570円 ～令和8年3月31日
戸籍クラウド運用サービス等使用（Ⅱ） 大阪狭山市役所及びニュータ

ウン連絡所
令和7年12月25日 令和8年1月1日

1,419,000円

随意契約結果一覧表

場　所
契約日
契約金額

大阪狭山市立小中学校及び教
育指導グループ ～令和8年3月31日

令和8年1月1日

請負人 理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。

件　名 期間

令和7年12月25日

富士フイルムシステム
サービス（株）公共事
業本部　関西支店


